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１ 大綱策定にあたって 

いつの時代においても、子どもたちは美唄市の希望であり、かけがえのない宝

です。一人ひとりの子どもたちの笑顔と活力がまちに息吹を与え、持続可能な未

来への確かな可能性を生み出します。全ての子どもたちが、生まれ育った環境に

関わらず、自らの夢や希望に向かって健やかに成長できることを心から願って

います。 

近年、少子高齢化の進行による地域活力の維持、ＤＸ(デジタル・トランスフ

ォーメーション)の急速な進展、価値観の多様化など、社会はかつてない速度で

変化しています。こうした変化の激しい時代において、教育は大きな転換期にあ

り、子どもたちが未来を生き抜くための資質・能力を育む多様な教育改革が求め

られています。 

こうした中、近年の教育行政においては、福祉、産業、地域振興などの一般行

政との連携を一層密接にし、地域全体で未来を創る視点が不可欠です。市長部局

と教育委員会が緊密に連携し、「総合教育会議」を通じて、美唄市独自の施策を

総合的かつ一体的に推進していくことが求められています。 

このことから、第 7 期美唄市総合計画後期基本計画(令和 8 年度～令和 12 年

度)を踏まえ、「地域に根ざし、暮らしに学ぶまちづくり」をより明確に位置づけ、

本市の教育施策の方針として、新たな「美唄市教育大綱」を定めます。 

すべての市民が生涯にわたり学び続け、学びを通じて人と地域がつながり、と

もに育ち続ける社会の実現を目指すとともに、学校・家庭・地域が協働し、子ど

もたち一人ひとりが夢を描き、学びに向かう姿勢が育まれる教育環境づくりを

市長部局と教育委員会が一体となって推進してまいります。 

 

２ 大綱の位置付け 

この大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 3 第 1 項 の

規定に基づき、本市の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する施策の総合

的な推進を図るため、総合教育会議において市長及び教育委員会が協議・調整し、

市長が策定する大綱です。 

 

３ 関連計画との整合性 

本市における最上位計画である第 7期美唄市総合計画後期基本計画(令和 8年

度～令和 12 年度)を始め、第 3期美唄市子ども・子育て支援事業計画「新びばい

っこすくすくプラン」(令和 7年度～令和 11 年度)や第 3次美唄市生涯学習推進

計画後期基本計画(令和 8年度～令和 12年度)などの関連計画との整合性を保ち

つつ、将来の「まちづくり」のための施策を「教育・文化・芸術・スポーツ」と

いう視点から総合的に推進していきます。また、社会情勢の大きな変化があった

場合は、必要に応じた改定を行うなど、柔軟かつ適正に対応してまいります。 
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４ 大綱の期間 

教育大綱の計画期間は、令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間とします。 

 

５ 大綱の基本理念 

自ら未来を切り拓き、地域の未来を担う、 

一人ひとりの“生きる力”を育む教育の推進 

 

６ 大綱の基本目標 

 基本目標１                          
 

「社会から求められる力の育成」 
 

変化の時代を生き抜く力の育成が必要となります。急速に変化す

る社会の中、学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深

い学び」を実践し、知識・技能に加え、「思考力・判断力・表現力」

や「コミュニケーション力・協調性」などの非認知能力を育みます。

また、キャリア教育や特別支援教育を充実し、子どもたちが将来の

夢を描けるような多様な体験活動や、各分野の本物に接する機会を

提供します。このことにより、豊かな感性を育み、自らの視野を広

げ、社会的・職業的に自立するための力を身に付けるなど、「社会

から求められる力の育成」とともに、「情報活用能力・デジタルリ

テラシーの育成」が図られる教育を推進してまいります。 
 

【取り組むべき方向】 
① 義務教育における確かな学力の育成 

② 教育ⅮⅩの推進 

③ キャリア教育の充実 

④ グローバル社会に求められる国際理解教育の推進 

⑤ 特別支援教育の充実 

 

 基本目標２                          
 

「豊かな人間性と健やかな体の育成」 
 

豊かな自然環境や独自の歴史・文化・産業を持つ美唄に生まれ

育ったことへの誇りとふるさとへの愛着を持ち、基本的な倫理観

や規範意識を身に付けるとともに、自分の価値を認識し、他者と

協働する心を育んでいくことや、体力・運動能力の向上を図って 
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まいります。また、食農教育として、農業科の取組や食べることの

大切さを知る機会の一層の充実などにより「豊かな人間性と健や

かな体の育成」が図られる教育を推進してまいります。これら全

ての基盤として、子どもの命と尊厳を守るため、いじめを重大な

人権侵害と捉え、行政が責任を持って解決に取り組む体制を構築

し、一人ひとりの子どもが安心して学び、成長できる環境を保障

してまいります。 

 

【取り組むべき方向】 
①  道徳教育の充実 

②  いじめの防止や不登校児童生徒への支援の充実 

③  ふるさと教育の充実 

④  コミュニケーション能力の育成 

⑤  体力・運動能力の向上 

⑥  食農教育(農業科等)の推進 

⑦  健康教育の推進 

 

 基本目標３                          
 

「地域との連携・協働等の推進」 
 

家庭・学校・地域・行政が一体となり、地域の教育力を高めなが

ら子どもたちの成長を支えてまいります。また、人格形成の基礎

を培う重要な時期である幼児教育の充実や生まれ育った環境等に

左右されることなく、健やかに育てるための教育環境づくりなど、

「地域との連携・協働等」を推進してまいります。 
 

【取り組むべき方向】 
① 学校・地域との連携・協働・共育の推進 

② 幼児教育の充実 

③ 個別最適な学びの推進 

 

 基本目標４                          
 

「学びをつなぐ学校づくりの促進」 
  

児童生徒の発達段階に応じた系統的な教育活動の充実や特色あ

る高校づくりのほか、小中一貫校や義務教育学校の導入など、様々

な学校の在り方を検討してまいります。また、教職員の資質・能力 
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の向上や子どもたちの安全・安心を確保するため、教職員が子ど

もたちと向き合う時間の確保や自らの安全を守るための能力を身

に付けさせる学校安全教育の充実など、「学びをつなぐ学校づくり」

を促進してまいります。 

 

【取り組むべき方向】 
① 学校段階間の連携・接続の推進 

② 特色ある高校づくり 

③ 新しい学校づくり 

④ 教職員の資質・能力の向上 

⑤ 教職員の働き方改革の推進 

⑥ 学校安全教育の充実 

⑦ 学校運営の改善 

 

 基本目標５                         

 

「スポーツを通じた地域づくりの推進」 
  

全ての市民が健康で生き生きと暮らすことができるまちを目指

す「スポーツ健康都市宣言」の趣旨に基づき、生涯にわたり誰もが

体力や年齢、性別、障がいの有無、興味や目的に応じて運動やスポ

ーツに親しむほか、スポーツ大会の誘致や包括連携協定したプロ

スポーツチームなどとによる「スポーツを通じた地域づくり」を

推進してまいります。 
 

【取り組むべき方向】 
① ライフステージに応じた運動・スポーツによる健康づくり 

② ライフステージに応じたスポーツに親しむ場の確保 

③ ライフステージに応じたスポーツによる地域の活性化 

 

 基本目標６                         

 

「地域に根ざし、暮らしに学ぶ生涯学習活動の推進」 
  

人生 100 年時代を迎え、美唄市にある様々な地域資源や人材を

活用し、趣味や教養、交流活動など自己実現のための多様な教育

や学習の時間を持つとともに、生涯を通じて知識と時代の変化に

応じたスキルを習得するため「地域に根ざし、暮らしに学ぶ生涯

学習活動」を推進してまいります。 
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【取り組むべき方向】 
① 地域資源や人材を活用した生涯学習の推進 

② 芸術文化活動の推進 

③ 未来を切り拓く歴史と文化遺産の継承 
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